ホームレス支援と介護問題－東京都T区NPOF会の取り組みを中心に－

　原田 由美子（梅花女子大学）
1． はじめに

　本稿の目的は，第一にホームレス1)の介護問題に焦点を当て，彼らが社会的入院ではなく，地域で生活を継続するうえで，介護保険の訪問介護サービス等が不可欠な援助であること。第二には，彼らが介護保険のサービスを利用しながら地域で暮らすことで，訪問介護事業所や訪問看護ステーション，デイサービス等の新たな雇用を生み，地域の活性化に少なからず貢献している先進事例から，ホームレス問題の解決策は隔離や排除ではなく，地域で生活することができるような支援の仕組みづくりが求められていることを検証することである。

　2002（平成14）年８月に施行された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（法律第105号）（以下「ホームレス支援法」という）の第１条には，「ホームレス支援法」の目的を以下のように定めている。この「ホームレス支援法」によって，区におよび地方自治体の役割や責務が明記されたことにより，ホームレスの自立支援に向けた取り組みが東京都や大阪府をはじめとして，政令市などホームレスが集中する都市部を中心に，進められるようになった。

　「この法律は，自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が，多数存在し，健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに，地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ，ホームレスの自立の支援，ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し，国等の果すべき責務を明らかにするとともに，ホームレスの人権に配慮し，かつ，地域社会の理解と協力を得つつ，必要な施策を講ずることにより，ホームレスに関する問題解決に資することを目的とする」
現在進められている支援の柱は，生存保障，居住保障，就労保障である。1990年代以降の長引く不況の中で，ホームレス状態になった原因として失業など仕事に起因するものが７割を占めており，就労への要望が高いことから，「就労自立」が中心的課題となっている。

　そのため，生活保護適用者の増加に対する国及び地方自治体の危機感を反映して，厚生労働省生活保護制度の在り方に関する専門委員会による「生活保護制度の在り方に関する専門委員会　報告書」（2004年12月15日）においても，「自立支援」を中心的な課題の一つに挙げている2)。

　一方，「ホームレス支援法」第14条に基づく実態調査結果から明らかになったことは，平均年齢55.2歳で，高齢化が進み，健康上の問題を抱え不調を訴える者が５割となっている。このことは，介護保険制度上の「高齢者及び特定疾病の要支援・要介護の対象者予備軍」が少なからず存在することを物語っている。しかしながら，これまでは要支援・要介護状態のホームレスは，その多くが，緊急入院を経て社会的入院の継続か施設入所が一般的であり，介護問題として認識されることはなかったといえる。

　現状での，ホームレス支援は，就労可能層への自立支援センター3)等による就労自立及び住居保障が中心的な施策として展開されているが，先にも述べたように高齢化が進み，健康上の問題を抱えるホームレスや社会的入院を継続せざるを得ない受け皿のないホームレスが多く，早急な支援の仕組みづくりが求められている。しかし，現状では，これら要支援・要介護状態にあるホームレスに対する支援が組織的にまとまりのある活動として実施されているとは言いがたく，わずかに，東京都Ｔ区のNPOのF会，大阪市のNPOのGなどが挙げられる。本稿では，そのうちの東京都下のF会の活動を取り上あげた。その理由は，先述したとおり，宿泊所や地域のアパートで生活する要支援・要介護状態にあるホームレスに対して組織的に支援を展開している事例が少ないためである4)。
ところで，現在行われている介護保険制度の見直しによっては，これら要支援・要介護状態にあるホームレスに対する支援活動に多大な影響を及ぼす可能性がある。F会の活動を支えている財源は，東京都第二種社会福祉事業宿泊所入所者の住居費53700円／月（居宅保護費）と事業型NPOとしての事業収入，および介護保険の訪問介護事業収入などである。Ｆ会に限らず，介護保険制度が導入されたことにより，事業型ＮＰＯへの転換を促し，その結果，事業収入が安定し，活動の継続が可能になったといわれている5)。
こうした状況の中，入所者の生活を支える重要な援助であり，活動を継続していくための活動資金にもなっている訪問介護等の見直しが検討されている。そして，新たに導入される新予防給付等，軽度の者への見直し案によって，現在取り組まれている支援の継続が困難になるのではないかという危惧を，F会をはじめ他の訪問介護事業者も同様に不安を抱いている。

そのため，研究の視点として，①ホームレスの現状と問題点を明らかにし，②東京都Ｔ区のNPOF会の運営する宿泊所Ｆ館，Ａ館，Ｈ館，グループホームＳ館の入居者１０５名のうちの要支援・要介護状態のホームレスの状態像と支援の現状，③地域で生活していく上で介護保険制度の見直しがもたらす問題点，④支援を継続していく上での課題について検討する。

次節では，「ホームレスの実態に関する全国調査6)」，および大阪市で実施された「大阪市高齢者特別清掃事業従事者を対象とした健康診査結果」等からホームレスの現状を概観し，第３節では，東京都Ｔ区のNPOF会の入所者を基に，要支援・要介護状態の元ホームレスの状態像および援助の実情，第４節では，介護保険制度の見直しがもたらす問題点を明かにし，第５節では，要支援・要介護状態になってもホームレスが地域生活を継続するための課題について述べる。

２．ホームレスの現状と問題点

（１）2003（平成15）年２月に国が実施した「ホームレスの実態に関する全国調査」から
「ホームレスの実態に関する全国調査」（以下「全国調査」という）で明らかになったこととして，ホームレスの人数は，25,296人で，47都道府県すべてに存在し，3,240自治体の内，581の自治体で生活している。大阪府（7,757人），東京都（6,361人），愛知県（2,121人）が上位３都道府県である。また，東京都23区（5,927人），大阪市（6,603人），名古屋市（1,788人），川崎市（829人），京都市（624人），福岡市（607人），横浜市（470人），北九州市（421人）となっており，まさにホームレス問題は都市問題といえる。この数は「公園・河川敷など」野宿している者だけであり，更生施設・救護施設，自立支援センター入所者などはカウントされていない。「全国調査」の中で，東京と大阪についてみると，年齢は，平均57.3（東京），55.9（大阪）歳，単身男性が圧倒的に多いが，女性や家族ぐるみの場合もある。また，23区内では，50～64歳が62.4%で，平均年齢は，57.3歳である。ホームレスとなった期間は１年未満が28.7％（東京）30％（大阪），ホームレスになった理由は，「仕事が減った」38.8％（東京）35,6％（大阪），「倒産・失業」33.2％（東京）32.9％（大阪），「病気・高齢」22.0％（東京）18.8％（大阪），である。健康状態は，不調を訴える者５割（東京）47.4％（大阪），そのうち治療を受けていない者67.7％（東京）68.4％（大阪）である。直前職は「建設業」51.2％（東京），55,2％（大阪），雇用形態「常勤職員・正社員」39.8％であった。健康面についてみると，高齢化が進み，不調を訴えるものの，診療は受けていないということが明らかとなっており，要支援・要介護予備軍としての実態が垣間見える。
（２）「大阪市高齢者特別清掃事業従事者を対象とした健康診査結果」（以下健康調査という）から
　この「健康調査」は，2003年９月20日から29日のうちの６日間，特別清掃事業の登録者を対象に実施された。その報告書をみると，特別清掃事業の登録者が日頃居住している場所は図１のとおりである。また，検診結果を「平成13年度厚生労働省国民栄養調査結果」と比較した結果では以下の５点が指摘されている。
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①「やせ」の割合が多い②重症高血圧の人が4倍以上多い③貧血傾向の人が多い④血清総コレステロール⑤血糖値は140mg/dl以上の人の割合が多い　なお，血圧についての比較は図２のとおりである。
「大阪市高齢者特別清掃事業従事者を対象とした健康診査結果」から作成

報告書によれば，「検診結果から指摘すべきは，要医療と要精検に該当する人々の割合が，健診を行ったわれわれの予想をはるかに上回って多かったことである。何らかの項目で要医療・要精検と判定された人は７割を超え，要医療者に限っても34％を占めた。慢性疾患を有する人が多いにもかかわらず，必要な継続治療を受けている人は少なかった・・・」このことからも，健康状態が極めて悪く，必要な治療も受けておらず，貧しい食生活の実態が浮かび上がってくる。また，劣悪な居住環境のため，常にストレスに曝されていることも報告されている。

（３）調査結果からみえるホームレスの現状

　「全国調査」および「健康調査」から，いえることは，①ホームレスが高齢化しており，就労が困難であること，②同年齢の平均値と比較した場合，健康状態が極めて悪いこと，③要医療の人が多いにも拘らず，必要な医療を受けていないこと，④にわかには，居住環境や食生活が改善されることは困難であることなどである。これらのことからも，ホームレスの現状は，要医療，要介護予備軍であることを示している
３．要支援・要介護状態のホームレスの状態像と支援の状況

F会の入所者の状況や利用サービス等については，2004年６月に実施した聞き取り調査とF会から提供を受けた資料に基づいている。1999年にＮＰＯのＦ会が開設した東京都第二種社会福祉事業宿泊所「F館」の入所者は，高齢化，退院後の受け皿のない高齢者，要介護者等が大半を占めるようになり，中間通過施設の機能が果せない状況となった。こうした状況の中，受け皿がないために社会的入院を余儀なくされていた人や簡易宿泊所での単身生活が困難になった人，F館での生活の継続が困難な人を対象に2001年６月にA館を開設し，介護保険の認定を受けて在宅サービスを利用しながら地域での生活を継続

している。更に，各福祉事務所からの要介護高齢者の入居依頼に対応し，S館が開設された。全宿泊所の入所者の内訳は，図３のとおりである。全宿泊所の入所者の状態像は，①高齢の身寄りのない単身者の，②要支援・要介護状態にあり，かつ③低所得もしくは生活保護受給者であるといえる。つまり，F会が運営するような施設がなければ，介護老人福祉施設に入居できる要件を満たしていたとしても，特別養護老人ホームの待機者の現状からすれば，要介護度１～３であれば優先順位は低く，社会的入院しか選択肢がない人たちである。
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（２）F会のA館入所者の援助状況
A館の入所者（25名）に対する援助の実情を，援助内容と援助を行っている職種についてみると，図５，図
６のとおりである。入所者の大半は，軽度者であるが，手段的生活動作においては，援助を必要としていることがわかる。食事や着脱ができても，調理や洗濯，掃除，買い物等の援助が必要な人たちであり，部分的には介護も必要である。介護保険サービスだけでは暮らせない実態が，図６の職員が行っている援助でわかる。これらのことから入所者は，生活支援サービスなしには地域での生活の継続は困難である。また，介護保険サービスだけでは自立できず，宿泊所職員の援助も必要としていることがわかる。
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４．介護保険制度の見直し案の問題点
　2000（平成12）年4月に導入された「介護保険制度は５年目を迎え，見直しが検討されている。見直しの目的の一つは給付の抑制7)であり，具体的には，要支援・要介護１の軽度者の対する介護サービスの大幅な削減である。見直しによって，生活支援サービスが大幅に削減されることで起きる大きな問題は，三つである。第１に，第３節で指摘したように要支援・要介護のホームレスが地域で生活するためには，何らかの生活支援サービスが必要であり，それ無くしては地域での生活の継続が困難になることである。第２に，これらの要支援・要介護のホームレスを支援する事業型NPOの事業基盤を揺るがす可能性が高いということである。そのことは，取りも直さず，ホームレスの支援の継続を困難にする可能性があるということである。第３に，新予防給付のサービスのメニューとして挙げられている筋力トレーニングや予防訪問介護についてである。予防を否定するものではなく，生きがいや楽しみ，更に筋力がアップすることものぞましいことである。しかし，それが直ちに手段的生活動作の向上に繋がっているという検証ができているのであろうか。いずれのレベルにおいても要介護度を重度化させないことは大切なことである。したがって，どちらかではなく，要望があればどちらも利用できることが大切である。　厚生労働省が新たに提示した調査によれば，サービスを１年以上継続している利用者の８７％が維持・改善しているという事実8)からも生活援助サービスの必要性は明らかである。
ホームレスが地域で暮らすようになれば，地域の一人暮らし高齢者となり，介護者が身近にいない等，地域の一人暮らし高齢者と同じ状況になるのである。それに加えて，路上生活や社会的入院の継続により，家事等の生活能力がないか，あるとしても要支援・要介護１の状態では，かなり低下していることは，先に述べたとおりである。

５．要支援・要介護のホームレスの地域生活の継続とは

　ホームレス支援策の一環として自立支援センターが設置されている。ホームレス支援を行うことを反対する人は少ない。しかし，自立支援センターが自分たちの暮らす地域に設置されることを知ると，にわかに反対運動が起きるという9)。総論賛成，各論反対である。Ｆ会の活動に対する反応も初めの頃は似たような反応であった。しかし，Ｆ会の活動の足跡をみると，宿泊所ができたことで，地元商店街で食材の購入することによる直接的な経済効果や商店街に新たに訪問看護ステーションや訪問介護事業所ができることで，商店街の活性化につながるなど，活動を進めるなかで，次第に地域に受け入れられるようになった。Ｆ会の活動は，ＮＰＯの事業規模が拡大するにしたがって，雇用人数が増加し，新たな雇用を生み出すことにも繋がっている10）。

　ところで，社会的入院が医療費を押し上げていることは，周知のことである。とりわけ，被保護者の入院患者のうちの住所不定者等の入院費は，彼らが施設に移らないか限り，退院後の受け皿がないため，減少することはない。このような事実に着目した研究も取り組まれるようになった。ホームレスの自立支援活動や要支援・要介護のホームレスに対するＦ会の支援活動が，単にホームレス支援に止まらず，地域の活性化にも一役買っている事実は，全国のホームレス支援を協働して実施する行政，社会福祉法人，ＮＰＯにとっての先駆的事例であり，隔離や排除するのではなく，地域に受け入れるソーシャルインクルージョンの実践として評価できるのではないか。
　６．結びにかえて
　「全国調査」，「健康調査」の結果から明らかとなったホームレスの現状は，いわば高齢者問題の縮図であるとも云える。したがって社会問題として捉え，行政はもとより地域の理解と協力による地域ぐるみの支援の枠組みを整えなければ，早晩，社会的入院が急増し，医療費を押し上げることになろう。

事実，Ｆ会の入所者の現状をみると，介護保険制度の訪問介護サ－ビス等が，地域で暮らす上で，必要な支援であること。Ｆ会の介護保険法に基づく訪問介護事業や関連事業が地域の活性化などの波及効果をもたらしていることが明らかとなった。と同時に，一方では以下のことが課題としてあげられる。

1 ホームレスの高齢化は，今後，更に要支援・要介護状態のホームレスが増加することを意味しており，地域の活性化やまちづくりの観点からも，早急な支援の枠組みを作ることが求められている
2 地域で生活する要支援・要介護のホームレスを支えるためには，これまで通りの訪問介護サービスや通所介護が必要不可欠であり，これらを担保する必要がある
3 ホームレスの自立支援においては，今や大きな力を発揮しているＮＰＯの活動は不可欠であるが，公的責任のある行政としては社会問題としての認識をもち，その役割が後退することがないよう，地域福祉計画の中に自立支援のための基本方針や実施計画や役割分担を明確に位置づける必要がある
4 介護保険制度の理念である介護の社会化，選択権の保障，在宅福祉の推進等を保障すること

「どこで老い」，「どこで人間的な介護を受け」，「どこに埋葬されたいのか」という切実な思いは，ホームレス固有の問題ではなく，すべての高齢者の問題である。とりわけ，単身高齢者が多い大都市では，深刻な都市問題であり，社会問題である。こうしている間にも見取られることもなく死んでいくホームレスが後を絶たない11)今日，公・共・私が協働による早急かつ積極的な解決策が望まれる。
本稿では，十分に述べられなかったが，①市民社会の重要なアクターとしてのボランタリー・アソシエーションや，彼らが実践する支援の在り方，担い手の位置づけを明確にすることや，②地域で生活するホームレスの生活上の問題や多様化が予測される介護問題について更に明らかにすることは，今後の研究課題としたい。





















1) 野宿労働者，路上生活者など呼称は，わが国においても地域によって異なるため，本稿では，「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（2003年法律第105号）から「ホームレス」とした。


2) ホームレス支援法に基づく国の基本方針は，就業の確保，安定した住居，保健医療の確保，生活に関する相談体制を挙げている。


3) 自立支援センターは，入所期間を３～６ヶ月とし，当面の宿所・食事・入浴・日常生活用具の提供を行い，就労自立に向けての支援を行う。


4) ホームレス支援は，行政，社会福祉法人とともにＮＰＯが大きな力を発揮している。中でも釜ケ崎支援機構，新宿ホームレス支援機構，山谷ふるさとの会，北九州ホームレス支援機構等は事業規模も億を超えており，ホームレス支援の中核的な担い手に成長しつつある。


5) 川口清史｢日本型ＮＰＯと社会企業｣立命館大学政策科学会編『政策科学』11巻３号Ｐ201~212参照


6) このデータの実態調査研究は，大阪府立大学社会福祉学部教授黒田研二，四天王寺国際仏教大学大学院教授逢坂隆子他の結果報告書による。


7) 介護保険制度の見直しについて『地域福祉情報』2005.4の特集「・・改正の最大の課題は，サービス給付費の伸びをどう押さえ，介護保険財政をどう安定させるかだ。・・」など多数の意見や報告がなされているが，給付の抑制を目標としているという見解については，一致している。


8) 「介護の必要度の軽い高齢者に対する在宅サービスが，８割を超える利用者の状態の維持・改善に役立っていることが，15日の衆院厚生労働委員会で明らかに・・・山口富男議員の要求に応じて厚生労働省が提出した資料で明らかになった・・・」2005年4月16日付け『赤旗』


9) ＮＧＯ国境なき医師団が診療所を開設しようとして反対を受けたり（2004年大阪市），自立支援センターの設置場所選定に苦慮した現実がある。


10） 鈴木亘「大阪市産業連関表を用いた生活保護，ホームレス対策の波及効果と市財政への影響」2004


｢ふるさとの会シンポジウム用シミュレーション結果｣2004で詳しい分析結果が報告されている。


11) 「路上生活者（ホームレス）が全国で最も多い大阪府で，00~04年の５年間に1052人が変死体で見つかっていたことが，厚生労働省研究班（主任研究者，黒田研二・大阪府立大教授）の調査で分かった。


うち114人が，凍死・餓死しており，自殺は122人に上った・・病死が７割・・」2005．４．16毎日新聞





【参考資料】
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図５　Ａ館入所者が受けている援助
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